
等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和５年４月１日現在）

行政職給料表（一）

等級別基準職務表に規定する

基準となる職務 （人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級

計 9

２級

計 5

３級

計 13

４級

計 2

主監 2

次長 2

保育所長 2

計 6

課長 4

支所長 1

６級 会計管理者 1

計 6

合　計 41

５級

合計 内訳 職制上の段階
等級

一般的事務又は技術に従事
する職務
軽易な事務又は技術に従事
する職務

9 21.95%
主事 9

特定の事務又は技術に従事
する職務

5 12.20%
主任 5

専門的事務又は技術に従事
する職務

13 31.71%
主幹 13

専門的事務又は技術に従事
し、当該事務又は技術を所掌
する職員の指導に当たる職務

2 4.88%
係長 2

高度の専門的事務又は技術
に従事し、当該事務又は技術
を所掌する職員を指導し、課
相互間又は教育委員会事務
局内の連絡調整に当たる職
務
課の事務又は技術を掌理し
所属職員を指揮監督する者を
補佐し、その者の命じる事務
又は技術を掌理するとともに
課所属職員を指導し、課相互
間の連絡調整に当たる職務
保育所の事務又は技術を掌
理し、所属職員を指揮監督す
る職務
議会事務局長又は教育長を
補佐し、議会事務局長又は教
育長の命じる事務又は技術を
掌理するとともに、議会事務
局又は教育委員会事務局所
属職員を指導する職務

6 14.63%

課、支所又は議会事務局の
事務又は技術を掌理し、所属
職員を指揮監督する職務
会計管理者の職務

6 14.63% 6 14.63% 課長級

27 65.85% 係員級

2 4.88% 係長級

6 14.63%
課長補佐

級


